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新型インフルエンザ等対策推進会議（第16回）議事録 

 

 

１． 日時 令和７年３月26日（水）15:29～16:55 

 

 

２．場所 中央合同庁舎８号館４階 内閣感染症危機管理統括庁特別会議室 

 

 

３．出席者 

議長   五十嵐 隆 国立成育医療研究センター理事長 

議長代理 安村 誠司 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター長、

医科大学教授 

委員   稲継 裕昭 早稲田大学政治経済学術院教授 

大曲 貴夫 国立国際医療研究センター国際感染症センター センター長 

国立国際医療研究センター病院副院長（感染・危機管理担当） 

河岡 義裕 国立国際医療研究センター国際ウイルス感染症研究センター長 

東京大学国際高等研究所新世代感染症センター機構長 

東京大学医科学研究所ウイルス感染部門特任教授 

工藤 成生 一般社団法人日本経済団体連合会危機管理・社会基盤強化委員会企画部会長 

齋藤 智也 国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長 

笹本 洋一 公益社団法人日本医師会常任理事 

奈良由美子 放送大学教養学部教授 

平井 伸治 鳥取県知事 

前葉 泰幸 津市長 

村上 陽子 日本労働組合総連合会副事務局長 

 

《関係機関》 

     脇田 隆字 国立感染症研究所所長 

 

《事務局》 

（内閣感染症危機管理統括庁・内閣府） 

    赤澤 亮正 感染症危機管理担当大臣 

    西野 太亮 内閣府大臣政務官 

    佐藤 文俊 内閣感染症危機管理監 
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    阪田  渉 内閣感染症危機管理監補 

迫井 正深 内閣感染症危機管理対策官 

中村 博治 感染症危機管理統括審議官 

神谷  隆 内閣審議官 

日下 英司 内閣審議官 

吉添 圭介 内閣審議官 

池上 直樹 内閣参事官 

井口  豪 内閣参事官 

道家 知優 内閣参事官 

前間  聡 内閣参事官 

草壁  京 内閣参事官 

中野 貴章 企画官 

（厚生労働省） 

鷲見  学 感染症対策部長 

笹子宗一郎 感染症対策部企画・検疫課長 

吉岡 明男 感染症対策部企画・検疫課検疫所管理室長 

荒木 裕人 感染症対策部感染症対策課長 

鈴野  崇 感染症対策部予防接種課企画官 

中田 勝己 医政局地域医療計画課長 

新畑 覚也 医政局参事官（特定医薬品開発支援・医療情報担当）付 

医療情報室長 

坂本 和也 医政局医薬産業振興医療情報企画課医療用物資等確保 

対策推進室長 
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○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第16回「新型インフルエンザ

等対策推進会議」を開催いたします。 

 本日は、政府側より赤澤大臣、西野政務官が出席しております。 

 それでは、初めに、赤澤大臣に御挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いし

ます。 

 

○赤澤感染症危機管理担当大臣 感染症の危機管理担当大臣の赤澤亮正でございます。 

 本日は御多用の中、新型インフルエンザ等対策推進会議に御出席を賜りまして誠にあ

りがとうございます。 

 委員の皆様におかれましては、新型インフルエンザ等政府行動計画の改定のために、

一昨年の９月から計13回にわたり精力的に御議論をいただいております。おかげさまを

もちまして、政府行動計画については昨年７月に、2013年以来、2013年に策定してから

約10年ぶりに初めての抜本的改定が行われました。改めて感謝を申し上げます。 

 現在、各省庁では、改定された政府行動計画に基づいて感染症危機に備えた取組が進

められておりますが、政府行動計画の実効性を確保するためには、その取組状況を確実

にフォローアップしていくということが重要であると考えております。 

 本日と次回の会議では、政府行動計画における特に重要な項目について、関係省庁か

らの取組の進捗状況をヒアリングすることとしております。本日のヒアリング項目は

「サーベイランス」と「DXの推進」ということであります。次なる感染症危機への備え

を充実させるとともに、委員の皆様におかれましては、本日も忌憚のない御意見を賜り

ますよう、心よりよろしくお願いを申し上げます。 

 また、このたび、関係省庁や都道府県等の御協力の下で、新型インフルエンザの国内

発生時等のタイムラインを作成いたしましたので、本日御紹介をさせていただきたいと

思います。今後は、本日、委員の皆様からいただいた御意見などを踏まえて取りまとめ

た上で、このタイムラインを都道府県等に共有するとともに、平時の訓練等においても

活用することで、感染症危機への備えを充実させてまいりたいと考えております。 

 本日もどうかよろしくお願いをいたします。 

 

○事務局 ありがとうございました。 

 大臣は公務のため、ここで退席されます。 

 

○赤澤感染症危機管理担当大臣 お名残惜しいですが、誠に申し訳ありません。よろしく

お願いをいたします。 

 

（赤澤感染症危機管理担当大臣退室） 
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○事務局 それでは、恐れ入りますが、報道の皆様には、ここで御退室をお願いいたしま

す。 

 

（報道関係者退室） 

 

○事務局 お待たせいたしました。 

 本日は、お配りの座席表のとおり、各委員に御出席いただいていますほか、オンライ

ンで、河岡委員、工藤委員、平井委員、前葉委員、安村委員に御出席いただいておりま

す。座席表には修正が間に合わず、河岡委員のお名前が入っておりません。申し訳ござ

いませんでした。 

 なお、平井委員におかれましては、御予定が控えておりますため、16時15分頃御退室

予定と伺ってございます。 

 また、幸本委員、滝澤委員、中山委員が本日御欠席でございます。 

 このほか、国立感染症研究所から脇田所長にもオンラインで御出席いただいてござい

ます。 

 そのほか、内閣感染症危機管理統括庁などの出席者につきましては座席表を御覧いた

だければと思います。 

 それでは、議事に移ります。ここからは五十嵐議長に進行をお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○五十嵐議長 議長の五十嵐です。 

 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。東京、急

に暖かくなりまして、桜がいろいろなところで急に咲き始めました。今日もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 さて、昨年の12月に実施しましたこの会議で政府行動計画のフォローアップを進める

ことについて御議論いただきまして、そして、３月、４月にフォローアップを行うとい

うことになっておりました。本日は第１回目のフォローアップのヒアリングとしてサー

ベイランスとDX推進についてお話を伺いたいと考えております。 

 それから、事務局にて、新型インフルエンザの国内発生時等の初期対応に関して、こ

れは赤澤大臣の御指示によるものですけれども、タイムラインを作成したところですの

で、これについても御紹介をいただきたいと思います。 

 そして、３番目に、海外における感染症の発生動向についても事務局で現在注視して

いたものをまとめていただきましたので、その成果を皆さんに御報告していただきたい

と思います。 

 議事の流れは、今、申し上げました順番で、最初に「新型インフルエンザ等対策政府

行動計画のフォローアップ」に関してサーベイランスとDX推進について厚生労働省から
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御説明をいただいた上で委員の皆様に御議論をいただきたいと思います。 

 そして、２番目に「新型インフルエンザの国内発生時等のタイムライン」、そして、

議事の（３）「海外における感染症の発生動向等」に関して、それぞれ事務局から御説

明をいただいた上で、委員の皆様から御意見等を伺いたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、早速ですが、議事（１）の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画のフ

ォローアップ」のヒアリングに移りたいと思います。 

 まず、厚生労働省の荒木感染症対策課長と事務局から説明をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○荒木感染症対策課長 申し訳ございません。厚生労働省の感染症対策課でございます。 

 まず感染症危機に備えたサーベイランスに係る取組の進捗状況について御報告をさ

せていただきます。 

 それでは、資料１の１枚目をめくっていただきまして「サーベイランスについて」と

いう１つまとめた資料がございますので、まずこちらで概略のほうを御説明いたします。 

 一番上、新型コロナウイルス感染症を踏まえた課題があったということで、こちらに

つきましては令和５年５月８日に５類に移行するのですが、その直前でございますが、

令和５年・年明けの感染症部会において以下のような指摘があったということでござい

ます。 

 具体的に言いますと、一つは、それまでは５類に移行する前は全数把握であったもの

が定点把握になるのですけれども、その際において変異株の動向調査あるいは定点に移

行するに当たっても下水モニタリングなどを含めた複合的なサーベイランスの継続が

必要であろうということを専門家からいただいております。 

 さらに、ネクストパンデミック、将来のパンデミックに備えるためにも、急性呼吸器

感染症の定点サーベイランスについて検討すべきという御意見をいただきました。 

 今度は行動計画でございます。行動計画のほうで、こちらの会議のほうで新しく大き

く改定をいただきましたが、その中の本文にも、まさにサーベイランスについてこうす

るべきというようなことが定められております。 

 一つは「サーベイランス」とはということで書いてありますけれども、新型インフル

エンザ等の発生時に患者の発生動向あるいは海外からの変異株の流入等を体系的かつ

統一的な手法で、さらに言うと、持続的かつ重層的に収集・分析を行う取組というよう

なことで定義づけていただいておりますし、有事におきましては、発生の早期探知を行

うこと、そして、平時からそのためには感染症サーベイランスの実施体制の構築とシス

テム等の整備ということについて記載がされているということでございます。 



6 

 

 こちらの記載を中心に踏まえ、現在の対応を書いております。一つは、公衆衛生リス

クを探知・評価のために、感染症のインテリジェンスを実施するということでございま

す。これがまずポイントの１でございます。 

 次が、感染症の発生動向の把握のための重層的なサーベイランスを実施するというこ

とで、これがポイントの２になります。 

 そして、その重層的なサーベイランスの一環として、行動計画の本文にも書かれてお

りますが、患者さんからの直接的な検体採取を伴わないような下水サーベイランスのよ

うなものについても平時から行うことということで、これが３点目です。 

 そして、平時よりということで、①、②、③と書いておりますが、その中で急性呼吸

器感染症につきましても５類に位置づけたということが４点目の御報告事項になりま

す。 

 そして、最後に、政策判断に資する情報の効果的な収集あるいは分析ということで、

それができる人材の育成が必要だと。これは特に地域とも連携しつつ育成するというよ

うなことでございますので、こちらの育成についての御報告をこれからさしあげたいと

思います。 

 それでは、次のページでございます。 

 １点目の感染症のインテリジェンスということで、こちらはなぜ必要かということも

含めて分かりやすく書いたつもりでございますけれども、当然、我々、通常のサーベイ

ランスだけではなくて関係省庁あるいは世界の関係機関あるいはそういう人的なつな

がりも含めて様々な情報源から、たくさんのところから情報収集する。その上で分析、

そして、評価をすることによってそれを関係省庁に情報共有しつつ政策上の意思決定を

するということでございますが、まさに政策上の意思決定及び実務上の判断に活用可能

な情報（インテリジェンス）として提供する活動ということで、これを進めているとい

うようなことでございます。 

 次のページでございます。 

 ２点目が重層的というようなことの意味合い、実際具体的に何をしているかという報

告になりますが、冒頭に概略を書いておりますように、今の感染症サーベイランスのシ

ステムとしましては、まず全数報告のものがあるということです。例えば１類あるいは

２類あるいは５類移行前のコロナのような新感染症であったり、新型インフルエンザ等

感染症については全数報告ということでしているところでございます。 

 もう一つは、いわゆる定点報告ということで、インフルエンザとかコロナ等も含めて

指定の届出医療機関からの報告によってトレンドを把握するというようなことになり

ます。これは外来の患者数だけではなくて入院者数の発生動向という定点観測している
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ものがございます。 

 最後に、もう一つが一番下にございます病原体サーベイランスということで、コロナ

のときにも変異株が大きな課題になりましたが、通常でも季節性のインフルエンザが、

例えば今、Ａ型がはやっています、Ｂ型がはやっていますみたいな形で病原体のサーベ

イランスというのも重要ということでしているところでございます。 

 次のページでございます。 

 ４ページということで、それ以外にも実はやっておりまして、一つは先ほどの下水サ

ーベイも一部入るのですが、流行の予測調査ということで、いわゆる市中でどの程度は

やっているか。対人ではなくて実際の物ですね。ですので、例えば下水サーベイランス

ということで、ポリオについては 10 年以上前からやっておりますし、コロナにつきまし

ては今年度から本格的に事業として実施しているところでございます。 

 そして、抗体保有の割合調査ということで、これも各地域におきまして予防接種の効

果的な実施とか、あるいはインフルエンザのワクチンの株の選定等に役立てるため、こ

ういうような形で、これもサーベイランスの一種でございますけれども、やらせていた

だいているということでございます。 

 さらに、AMR（薬剤耐性）だとか、これは医療機関におきましての課題にはなるのです

けれども、実際に医療機関の御協力も得ながら、J-SIPHE あるいは AMU というようなシ

ステムにおいて薬剤耐性率とか抗菌薬の使用量のサーベイランスをしているというこ

とになります。 

 あとは入国時ということで海外から流入が懸念される感染症につきましては、５つの

空港検疫所におきまして、これは海外から入ってこられる方、有症状者の方に協力をい

ただきながら主な呼吸器感染症の網羅的な検査というのも実施させていただいており

ます。その中にはコロナとかインフルエンザのゲノム解析というのも含まれているとい

うことになります。 

 さらに、鳥インフルエンザサーベイランスということで、これは厚生労働省だけでは

なくて家禽については農林水産省、野鳥については環境省でございますけれども、鳥イ

ンフルエンザについて毎年、最近ですと本当に野鳥、家禽で出ますので、そちらのサー

ベイランスをしつつヒトに変異しやすくなっていないかということも含めてサーベイ

ランス体制を整備しているというようなことになっているところでございます。 

 次のページでございます。 

 その上で、新たに始めさせていただくというのがこの急性呼吸器サーベイランス、ARI

というものでございます。これは来月、４月７日からスタートをさせていただきたいと

思いますが、目的につきましては、まさに次のパンデミック、そちらに備えるというこ
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とで、通常状態におきまして急性呼吸器感染症というのがいわゆるパンデミックを引き

起こす可能性が高いので、その各感染症の患者数あるいは病原体等の発生数を集計しつ

つ、そのトレンド、そして、水準を踏まえて流行中の呼吸器感染症の把握をしたいと思

っています。また、結果として、新興・再興感染症の発生を迅速に探知できるようにな

ると思っております。 

 対象疾患につきましては、こちらに書いてあるとおりでございますし、併せて、病原

体定点におきましてもその病原体、これはトレンドとしてヒトの定点だけではなくて病

原体も重要だということで併せてさせていただきたいと思っているところでございま

す。 

 次は６ページでございます。 

 先ほどちらりと申し上げました下水サーベイランスということで、流行予測調査事業

の中で、各都道府県の御協力を得て下水サーベイランスというのは新型コロナにつきま

しては今年度、スタートをしたところでございます。来年度、７年度につきましては対

象自治体を拡大して実施予定をしたいと思っております。 

 あわせて、この下水サーベイランスについて対象となるような疾患につきましても、

まだまだ技術的なところの研究課題がありますので、厚生労働科学研究あるいは AMED 研

究等を含めてこちらの研究というのも実施させていただいているところでございます。 

 すみません、長くなりましたが、最後になりますけれども、人材育成でございます。

人材育成、先ほど申し上げましたように感染症インテリジェンスということで情報を収

集した上で、それを適切に分析し、そして、政策に反映するという中で、適切に分析で

きるような方も含めて人材育成が必要だということでございます。厚生労働省におきま

しては、感染症の危機管理リーダーシップ研修事業ということで、これはまさに行動計

画の改定の中で御議論をいただきましたように地域の方の御参画とか各都道府県の具

体的には自治体の方に参画していただきましてリーダーシップを発揮できるような研

修というのをスタートさせているところでございます。 

 あとは２段目、IDES 養成プログラムということで、これは厚生労働省におきまして、

今年が第 10 期にはなるのですけれども、平成 27 年度から開始しまして合計約 30 人修

了しているということでございますが、２年間のプログラムで、検疫所あるいは厚生労

働省の本省あるいは様々な部署で感染研、NCGM 等で感染症に関するまさに専門的な知識、

危機管理オペレーションも含めて OJT をやっていただくという研修でございます。 

 それ以外にも委託事業で国際感染症危機に関した研修あるいは FETP ということで、

これは実地疫学ということで現場に行きまして、今の感染研で実施しているものでござ

いますが、これも自治体において公衆衛生業務に従事している方を対象に２年のプログ
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ラムでスタートしているというようなものでございまして、令和６年３月時点で 110 人

修了しているというものでございます。これも引き続き人材育成を進めてまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

 

○井口参事官 続きまして、次の感染症危機に備えた感染症関連のDXに係る取組の進捗状

況について、資料２に沿って御説明を申し上げます。 

 表紙をめくっていただきまして１ページ目に資料全体のエッセンスをおまとめして

ございます。 

 先般の新型コロナウイルス感染症の対応におきましては、発生届に係る保健所の職員

さんの入力業務負担が著しく増加したりですとか、また、医療機関の病床の使用状況や

物資の一元的な把握が困難であったりなど、DXによって改善できると考えられる課題が

幾つかございました。それを受けまして、新型コロナ対応の最中にも幾つかのシステム

が立ち上がりました。それらをさらに改善する必要がございますし、これから新たに構

築する必要のあるシステムもございます。こうしたことを踏まえまして、政府行動計画

におきましては、DXの推進を横断的項目の一つに挙げて重点的に取り組むこととし、資

料中央に抜粋したような記載を行ったところでございます。 

 その下の囲みでは、現在の主なシステムの進捗状況を記載してございます。検疫業務

のシステムを令和８年度から稼働できるように準備中でございます。また、感染症サー

ベイランスシステムについては、電子カルテと発生届の連携が可能となるよう、法改正

の案を国会に提出しているところでございます。また、予防接種業務に関するシステム

については、令和８年６月からのシステム稼働に向けてシステム設計・開発等を準備中

でございます。また、新型コロナ対応の際に立ち上がった医療機関等情報支援システム

のG-MISにつきましては、全国の医療機関で情報が入力できることを生かし、感染症関係

の業務に限らず、医療機関からの報告等を集約する基盤として活用中でございます。 

 ２ページ目は現在の主なシステムのスケジュールを線表にまとめて概観したもので

ございます。御覧いただきますと分かりますとおり、新型コロナ対応中に立ち上がった

もの、新型コロナ後に立ち上がったもの、現在構築準備中のもの等々がございます。ま

た、例えば感染症サーベイランスシステムにHER-SYSが統合されるなどの移り変わりも

ございます。 

 ３ページ目からはシステムごとの各論を御説明申し上げます。 

 検疫所業務につきましては、統一したシステムを立ち上げることで業務管理や都道府

県との連携をスムーズに行えるようになるとともに、また、水際対策が変更になった場

合にも、それに応じて柔軟にシステム改修できるようになるという対応状況を御説明し

てございます。 
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 続いて、４ページ目ですが、感染症サーベイランスシステムについて、新型コロナ対

応中に立ち上げた発生届の入力や健康観察の実施についてシステム上で対応できる

HER-SYSの機能を感染症サーベイランスシステムに統合したことが書かれております。

また今後、電子カルテと発生届でデータ連携ができますよう、法改正を提出済みである

ことも書かれてございます。 

 ５ページ目ですが、予防接種の予診情報、接種記録の管理、それから、支払い請求集

合契約のシステムの進捗が書かれてございます。令和８年６月の稼働が予定されており

まして、例えばこれまで紙の接種券や予診票によるものだった業務を電子化するととも

に、医療機関の費用請求、支払いもシステム経由で行えるようになります。 

 ６ページ目ですが、同じく予防接種に関連しまして予防接種の実施状況を国でも把握

して予防接種の有効性・安全性に関する調査をより円滑に行えるように国において匿名

化した予防接種等の情報とほかの公的データベース等を連結した情報基盤を設けるた

めの法整備を行ったことを記載してございます。こちら、現在、令和８年６月のデータ

ベース稼働に向けた業務が進んでございます。 

 ７ページ目はG-MISについて記載しております。新型コロナ対応におきまして、医療機

関の稼働状況や病床、医療スタッフの状況等を各医療機関から情報収集する基盤として、

医療機関等情報支援システム（G-MIS）を構築しており、現在は感染症対策のほか、医療

法に基づく医療機関の情報提供制度、それから、病床・外来機能報告等の報告・届出の

集約基盤としても活用されているという御報告でございます。感染症危機の際だけに使

われるシステムではなく、平時に使用に慣れていただくことによって、有事のシステム

利用も円滑に行えるようになるという期待がございます。 

 ８ページ目ですが、新型コロナウイルス感染症対応におきましては、大学や民間の研

究者が臨床情報を基にした研究等をなかなか行いづらかったということを踏まえまし

て、必要な法改正を行ってHER-SYSのデータをNDB等のほかのデータと連結可能なデータ

として第三者提供を可能にするとともに、データベースの整備を進め、令和６年度から

提供を開始していること等が書かれております。 

 最後、９ページ目ですが、新型コロナウイルス感染症対応によって立ち上がりました

医療機関から患者さんの臨床情報や検体、病原体を収集・解析して医薬品等を開発する

研究機関に提供する事業、REBINDを基にしまして、感染症患者の受入れを行う医療機関

等がネットワークを構築し、平時から感染症に関する多施設共同研究を実施するととも

に、有事には迅速に臨床試験を実施できるような体制を整備する事業を行っていること

を記載してございます。 

 その後ろのページからは参考資料となっておりまして、令和５年の11月の推進会議に

お示しいたしました新型インフルエンザ等発生に向けたデジタルシステム準備状況に

ついてという一覧表におきまして、今回、各論を御説明しましたシステムの部分を赤枠

で囲ってアップデートしたものとなっております。 
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 御説明、以上でございます。 

 

○五十嵐議長 御説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、これまでいただきました御説明に対しまして、何か御質問や御意見ござい

ましたらお願いしたいと思います。 

 それでは、笹本委員、お願いします。 

 

○笹本委員 日本医師会の笹本でございます。 

 丁寧な説明をありがとうございます。サーベイランスとDXにそれぞれ意見を述べさせ

ていただきます。 

 まずサーベイランスにおきましては、５ページの急性呼吸器感染症（ARI）サーベイラ

ンスについてでございます。ARIの発生動向や水準を調べることは国際比較も含めて大

変重要でございます。しかし、いわゆる風邪症候群を含むかどうかは定点医療機関の医

師に判断を任されているのが現状ですので、今後、定点のデータが集まってくれば、よ

り精緻にするための修正やその他も視野に入れていただいてはどうかというように十

分な検討をお願いいたします。 

 さらに、制度開始前の現状におきまして、特に小児科定点医療機関の医師の先生方よ

り、ARI追加報告による事務負担の増加に係る懸念の声が上がっております。各自治体で

行われている感染症発生動向調査事業について地域の医療機関にしっかりと御協力い

ただけますよう、費用助成の適切な評価を含めて、ご協力いただく定点医療機関に理解

いただける支援を希望します。 

 次に、DXに関してです。資料の２ページを御覧いただきますと、少なくとも７つのシ

ステムが稼働するわけで、医療機関は人的にも、費用的にもそれぞれに対応する必要が

ございます。複数のシステムを稼働させることは、医療機関の補助も含めて非効率な点

があると感じます。できるだけ簡素にし、システムの集約化、医療機関の負担軽減等を

考えていただくよう、お願いいたします。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 何か事務局、お返事はありますか。 

 

○荒木感染症対策課長 ありがとうございます。 

 サーベイランスにつきまして、５ページのARIの急性呼吸器感染症サーベイランスに

ついての御意見をいただきました。ありがとうございます。こちらにつきましては、笹

本委員からも御指摘いただきましたように国際的な標準に合わせた形でということで、

症例定義は下に書いてあるようなものでございますが、一方で、なかなか現場におきま
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しては新しく増えるというところでございますので、例えば定点の数を少し全国として

も６割ぐらいに減らすとかそういうこともしつつ、あと実際に担っていただく医療機関

におきましても分かりやすい説明ということで、例えば患者さんに説明する際のリーフ

レットを作るとかということでまずスタートをさせていただければと思っております

し、スタート後につきまして出てきたサーベイランスのデータをどういうように解釈し

ていくかということにつきましても貴重な御意見をいただいたと思いますので、その意

見も踏まえましてしっかりと適切に対応したいと思っております。 

 もう一ついただきましたのは、まさに定点の医療機関については業務がある程度増え

るだろうということでございまして、こちらにつきましては現行におきましても発生動

向調査事業ということで、各都道府県が様々な各定点の医療機関に対していろいろな助

成をしていただいておりますが、そちらについての必要とされた経費の半分は国として

も補助をさせていただいています。それも引き続きさせていただければと思っています。

御意見ありがとうございます。 

 

○五十嵐議長 どうぞ。 

 

○井口参事官 DXの部分でございます。確かに先生御指摘のとおり、大分統合は進んでき

たとはいえ、まだシステムも複数ある状況でございます。そうしますと、例えば情報の

連携の点であるとか、導入の負担の部分であるとか、それから、操作の習熟であるとか、

幾つかシステムが複数出てくることによる課題というものが出てくるということは

我々も認識をしております。そういった課題意識、問題意識を踏まえまして、それらを

克服できるように引き続き取組を進めていきたいと思っております。ありがとうござい

ます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございました。 

 では、平井委員、お願いします。 

 

○平井委員 ありがとうございます。 

 本日も五十嵐議長様、また、安村代理はじめ委員の皆様には大変にお世話になりまし

て、このような発言の機会、ありがとうございました。また、先ほどは赤澤大臣のほう

からタイムラインの設定も含めてこれまでの議論に沿ったお話、いろいろ対応策のお話

をいただきまして、本当に感謝に堪えないところであります。西野政務官はじめ関係の

皆様に、また今後とも国・地方協調の中でこの感染症対策、効率的に運営をできるよう

にいろいろと御配慮いただければと思います。 

 ちょっと年度末の関係で、後のタイムラインのことも若干含めてお話をさせていただ

くことをお許しいただきたいと思います。 
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 まず１点目のARIのお話でございますが、今もいろいろとお話が出ておりました。４月

７日からいよいよ始まるということでありまして、やはり関係医療機関のほうでは、正

直、それは手間は増えるということにもなるわけでありますし、混乱する可能性もない

わけではありません。したがいまして、今もお話しいただきましたけれども、丁寧な対

応をしてこの導入に向かうことが大切だと思いますし、今の季節は比較的インフル等い

ろいろと収まりかけていますから先生方も割と協力的ではないかと思いますが、ぜひそ

うした丁寧な対応をしていただいて、今後、こういうようにすればうまくいくのではな

いかと、いろいろと改善もそういう中で考えていただいて末長いこの活用につながって

いけばと思います。 

 これと関連してDXのお話もございました。そういうサーベイランス、いろいろなサー

ベイランスが動くことと、それから、いろいろな保健所業務も含めた効率化に向けてDX

を走らせていただくことは大変にありがたいと思います。今もありましたけれども、デ

ータ連携ということは前もコロナの分科会などでも度々言われたことでありますし、そ

れから、政府のほうでもこういうシステムを作ったので、それを使えばいいではないか

ということを割とおっしゃるわけでありますが、なぜ現場でいろいろな混乱があったり

したかということであります。 

 多分一番皆さんの医療現場だとか関係者の根本にあるのが、例えば電子カルテを今、

作っている。そういう電子カルテとか、あるいは保険診療の支払いのいろいろなシステ

ムであるだとか、そういうところで大体代替できるのではないかという思いがあるので

すね。これは目的が違うので当時、HER-SYSというものがあったり、もちろん、G-MISと

いうことも走っていました。ただ、御案内のようにコロナで特にオミクロン株がはやり

始めますとなかなか数が多くて対応し切れない。それでその後、我々も間に入って結構

政府にお願いをして入力項目を制限したり、あるいはもう場合によっては５類へ移行す

るというようなことも起きてきたりということに実際なったわけであります。ただ、シ

ステム自体が結構リジットに作ってあって、なかなかそういう自由が利かなかったりと

いうことがありました。 

 当時、よく言われたのは、もうほかのデータを入れたらそれでいいではないかという

ことでありました。コロナの分科会で、HER-SYSを使えばそれで情報共有できるのに、何

でそれを現場がしないのだというような感じの御議論もあったのですが、とてもではな

いけれども、患者さんに対応できないので、そんな手間をかける時間があるのだったら

ば患者に向き合わなければいけないという正論が実は我々現場では返ってくるわけで

すね。ですから、大量のファックスが送りつけてこられたのは当時のそういう事情によ

るものであります。ですから、多分DXもどんどんと進化させて、今、平時の段階のとき

にいろいろなデータ連携などで１つ現場で診断すれば、それでぱっぱとみんなが回って

いくような、そういうのが理想なのだということをいま一度御認識いただければありが

たいと思います。 
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 また当時、DXの一つの象徴として言われたのがCOCOAでありました。これはオープンソ

ースを使ったからなのかよく分かりませんけれども、結果論として言えば、Androidで携

帯端末に陽性者が入れたとしても周りの人に反応しないということになりました。こう

いうDXの若干落とし穴があるのは、システムがうまく動いているかどうかというのをや

はり検証できなければいけないということが一つあるのと、それから、今の生成AIの問

題や、あるいはいろいろなデジタル化の問題と共通するのですけれども、デジタル化す

るとそのシステムがあるから大丈夫だ、あとはやらなくていいと錯覚しがちなのですよ

ね。 

 恐らくCOCOAを使っていた当時も大事だったのは、一人一人のやはり感染ルートを追

いかけること、それから、どこでどういうような、言わばクラスターが発生したのか、

これを突き止めていくことでありまして、COCOAで通知が周りの人に行ったから、それで

みんなが大丈夫ということには恐らくはなっていなかったのではないかと思うのです

ね。少なくとも感染を抑制したりだとか、感染の状況、実情を把握する意味ではプライ

バシーの問題などもあって、実は限界も大きかったのだと思います。ですから、率直に

今回のパンデミックも総括をしていただいて、本当に使えるシステムということを考え

ていただく必要があるのではないかなと思います。 

 それから、タイムラインについては、これはもう本当にすばらしいタイムラインをい

ろいろと我々、地方の現場の御意見も聞いていただいて感謝を申し上げたいと思います。

ただ、２つありまして、一つはできるだけ、まだ未確定な情報も含めて早めに我々、口

も堅いですから地方のほうにも情報を共有するということをやっていただくのが大切

だということも今後の運用の中で考えていただければと思います。 

 例えば病床を用意するのに10日とか２週間とか平気でかかります。ですから、そうい

うように病院を説得して、それでいろいろと調整もしてもらって病院側も体制をつくり、

人を張りつけ、ベッドを用意し、フロアを整備するなどをやっているわけでありまして、

急にもうあしたからこれをやれと言われても実は動かないということがありますので、

だったら、先回りをして情報共有することが大切であります。コロナのパンデミックの

ときも確定してから多分情報が出てくるのだと思うのですね。あるいはこれは外に出し

てもいい情報だと明らかになってから出てくるのだと思います。難しいのかもしれませ

んけれども、早め早めということが重要だということを御認識いただければなと思いま

す。 

 あともう一つは、タイムラインはこうしてできました。これは尊重しながらやってい

けばいいと思います。お互いの了解にも役立つと思います。あと、そこで大切なのは臨

機応変ということだと思います。それぞれの自治体や保健所の現場あるいは医療機関の

動向によってはうまく回らないことが多様な形で出てくるわけでありまして、その辺は

そのときにその地域の状況に応じた答えを出させていただく。その辺の寛容性を持って

このタイムラインを動かしていく、こういうことが大切でありますし、国や県や市町村、
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保健所や医療機関がお互いにフォローし合っていくということが重要かと思います。そ

んな意味でタイムラインの弾力的な運用ということも今後、御検討いただければと思い

ます。ありがとうございました。 

 

○五十嵐議長 御意見ありがとうございました。 

 事務局、何かありますか。特にDXデータの連携について御要望がありましたけれども、

これは８ページにも連携を図ると記載はされてはいると思いますが、何か追加で事務局、

ありますか。 

 

○井口参事官 ありがとうございます。事務局でございます。 

 平井知事、御意見いただきありがとうございました。システムに関しましては、例え

ばワンス・アンド・オンリーの入力であるべきであるという考え方ですとか、それから、

平時から使い慣れたものを有事にも使うという、有事に新しいものをいきなり使い始め

るのではなくて平時に使い慣れたもので使えるようにしていくという考え方。それから、

開発やメンテナンスについてもいろいろ学びがございましたので、それらも踏まえて、

あとシステムそのもののアウトカムの部分、それも含めまして幾つも学びがあったと考

えております。それら問題意識を持ちながら引き続き取組を進めてまいりたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

○五十嵐議長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、前葉委員、お願いします。 

 

○前葉委員 五十嵐議長、ありがとうございます。 

 私のほうからはDXについて少し発言をさせていただきます。資料２の２ページの中段

ぐらいなのですが、予診情報とか予防接種記録管理、請求支払いシステム、それから、

集合契約、その次の欄も併せてなのですが関連情報のデータベース、このスケジュール

が示されておりまして、令和８年６月からのシステム稼働ということになっております。

これは実は御案内のとおり、自治体が基幹業務システムの標準化を進めておるのですが、

これの移行ができればこれらのシステムがこの時期から活用できるというように理解

をいたしております。 

 そのとおりだと思うのですが、一方で、御案内のとおり、地域においてはベンダー等

の事業者のリソースの逼迫などの事情がございまして、このようなスケジュールで移行

できないケース、自治体もあるというのが実情でございます。国におかれましては、こ

うした自治体の進捗状況等について今後十分に状況を配慮していただきながら、必要な

支援を続いていただけますとともに、どういう形でスケジュールになってくるか、自治

体のシステムの稼働に関するスケジュールについても柔軟に御対応願えればと思って
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おります。 

 なお、システムの改修、運用については必要な経費、かかります。十分な財政措置を

お願い申し上げますとともに、私ども自治体もそうなのですが、医療機関にも過度な負

担にならないように十分な御配慮をお願いを申し上げる次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。よろしいですか。 

 どうぞ、お願いします。 

 

○鈴野予防接種課企画官 事務局でございます。厚生労働省予防接種課でございます。 

 予防接種デジタル化に関するシステムにつきましては、自治体の基幹業務システムの

改修を終えたところから順次デジタル化が始められますよう、現在、国において令和８

年６月めどの稼働を目指して開発を進めているというところでございます。委員御指摘

のとおり、令和８年６月の時点で全国一斉に全ての自治体でスタートというのはなかな

か難しい状況ということは承知をしておりますので、各自治体において検討していただ

いているデジタル化の開始時期を確認しながら、デジタル化のメリットを住民や関係者

の皆様に感じていただき、できる限り早期にデジタル化が開始できるよう、医療機関へ

の支援を含めて必要な支援を行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○五十嵐議長 よろしいでしょうか。 

 

○前葉委員 ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、工藤委員、お願いします。 

 

○工藤委員 ありがとうございます。経団連の工藤でございます。 

 政府行動計画のフォローアップ状況について、最新の状況を共有いただき、感謝申し

上げます。私からは、人材の育成とDXの推進について１点ずつ意見を申し上げたいと思

います。 

 まず人材育成について、感染症危機に関連しました人材育成の取組については、経団

連が2022年11月に公表した提言で、次の感染症危機に備えて科学的知見を活用して政策

立案を行う感染症対策のエキスパートを育成することが重要であると指摘しておりま

す。資料の７ページに記載の研修プログラムによって、感染症、疫学等に関する多くの

エキスパートが育成されることを期待しております。また、こういった研修を受けられ
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た専門人材をプールする仕組みがあってもよいのではと考えております。 

 それから、研修プログラムは、主に地方の研究所や保健所、自治体の方向けと伺って

おります。一方で、企業でも感染症対策を含むBCPを作成するなど危機管理の備えを進め

ております。また、製薬会社等も最新の知見に基づいてワクチン等の研究開発が重要で

あることから、企業向けに研修や最新の知見等を共有する機会も検討いただければと考

えております。 

 次にDX推進について、感染症対策として極めて重要な環境整備ですので、資料に記載

のスケジュールに沿った稼働がなされることを期待しております。その上で、例えば接

種が推奨される予防接種等をマイナポータルなどで一元的に管理できるシステムの構

築など、平時における健康増進と次なる感染症への備えを進めるといった、国民の利便

性が高い仕組みを構築することが重要ではないかと考えております。このような仕組み

が検討されているようであれば、現状についても教えていただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 人材育成については、では、お願いします。 

 

○荒木感染症対策課長 ありがとうございます。 

 サーベイランスの資料の７ページのところに人材育成の取組ということで一覧にさ

せていただいております。先ほど御説明申し上げましたように、どちらかというと今、

委員から御指摘いただいたように自治体の所属の研修生の方が研修を受ける、あるいは

いわゆる専門家、医師ですとか看護師も含めた専門家が危機管理のオペレーションに関

心がある方であったり、公衆衛生業務に従事している方がその現場に出るというような

観点での研修を進めているところでございますけれども、今、そういう方をプールした

らいいのではないかというような御指摘でございますが、まさにおっしゃるとおりでご

ざいまして、自治体から来られた方はまた自治体に戻ってそちらの中で感染症の危機管

理のいわゆるリーダーシップを発揮していただく形になりますし、FETPの場合も自治体

に戻ってということでございますが、それ以外にも２段目のIDESの研修生につきまして

は実態としてはリストアップしておりまして、その方々が例えば国際的な感染症危機が

起こったときに派遣するというようなそういうことの制度としても成り立っているも

のでございます。 

 もう一つ御提案いただきましたのが、企業等におきましても感染症を含めたパンデミ

ックが起こった際にはBCPを作成するということがあって、そういう研修があったらい

いのではないかという御提案だと思いますので、そちらの御意見を踏まえまして、どう

いう形でできるかというのは少しJIHSとも相談しながら検討したいと思っています。 

 以上でございます。 
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○五十嵐議長 人材育成に関しては感染研だとか、あるいは国際医療研究センターで既に

取り組んではこられたと思うのですけれども、齋藤委員と大曲委員、この点につきまし

て何かコメントがありますか。 

 

○齋藤委員 どうもありがとうございます。 

 人材育成の件なのですけれども、今回のコロナで本当に様々なタイプの人材の必要性

というのは認識されまして、単に技術、いろいろな技術的な事項の専門家というのがこ

れまで重視されてきたのですが、さらに多様なスキルとかコンピテンシーを獲得した人

が必要になってきて、今、様々な研修プログラム、こちらの資料に書いてあるようなも

のもつくっていただいており、私どももこれのプログラムづくりなどに貢献してようや

く幾つかのプログラムは立ち上がったところなのですが、やはり研修と並行して、人材

育成と並行して、キャリアパスというものをしっかりつくっていってあげる、活躍の場

をつくっていくというところが非常に重要だと思っております。 

 当然、こういった形で育った方が感染研だったり、今度、JIHSに来ていただけるとい

うのは一番うれしいことではあるのですけれども、ただ、国全体の感染症危機管理とい

うのを考えた場合には、自治体などにも積極的に登用をいただきまして、この自治体の

中に専門性を持った、例えば感染症に特化した人材みたいなのをつくる仕組みはなかな

かないと思うのですが、ただ、そういった専門性を有する人材をつくる仕組みというの

は地方自治体でもぜひ御検討いただきたいなと思っております。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 大曲先生、何かありますか。 

 

○大曲委員 ありがとうございます。 

 齋藤先生のおっしゃったことと全くまとめとしては一緒なのですけれども、やはり人

材を育てる様々なプログラムはこのように立ち上がってきておるのですが、過去も人材

育成に関わった立場からしますと、やはりその育った方々が自治体なり医療機関なりア

カデミアなりになかなかにポジションを獲得できないという現実があります。あとは、

これは実際にいろいろな場で話を聞くと、こうやってトレーニングを積まれて職能を獲

得された方を組織内でどう使っていいか分からないということが非常に声として上が

ってきていまして、そうすると、やはりポジションとそれに連動したキャリアプランと

いったものを同時につくっていく必要があるなと強く感じるのが一点です。 

 あとは、もう少し言いますと、国と地方、自治体ですとか、あるいは自治体というか

行政組織、アカデミア、やはり民間企業もそうだと思うのですけれども、その中を人材
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が循環できるといいのではないかと思います。感染対策をやっていますと、僕はもうず

っと病院中心にキャリアを積んできましたけれども、それだけ、そこで見てきた世界だ

けではなかなかやはり通用しないということは非常に感じるところでありまして、ほか

の場でも同じなのだと思うのです。ですので、そうした人材が様々な立場で仕事をしな

がら、場を変えながら力をつけていって力を発揮できるようにするといった配慮も要る

のではないかと思っています。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 お二人から貴重な御意見をいただきました。ありがとうございました。 

 もう一つ、工藤委員からDXに関して御質問がありましたけれども、DXについても。 

 

○鈴野予防接種課企画官 事務局でございます。厚生労働省予防接種課でございます。 

 委員からは、予防接種の接種記録についてマイナポータルなどを利用して一元的に確

認等をすることはできないのかという御意見だったと思います。まさにおっしゃるとお

りのようなシステムを今、構築を目指しているところでございまして、今日御説明させ

ていただいた予防接種の関連システムには医療機関から接種記録を登録していただく

ことで各個人の接種記録がたまっていきます。マイナポータルを各個人の皆様には御利

用いただきまして、このマイナポータル経由で予防接種のシステムにアクセスすること

で過去に打った記録というのは確認もできますし、仮にこれは自治体を転居等して引っ

越した場合でも自治体をまたいでその方にとっての一覧性を持った記録が確認できる

ようなものを今、目指して検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○五十嵐議長 進捗状況、どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

○工藤委員 ありがとうございました。引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、河岡委員、お願いします。 

 

○河岡委員 ２点コメントさせてください。 

 １点目は、急性呼吸器感染症サーベイランスについてですが、ここでは対象疾患を定

めて調査を行うということですが、この点については重要と考えます。ただ、それに加

えて、対象疾患以外の急性呼吸器疾患がどの程度存在するのか、さらには通常の疾患パ

ネルでは検出されない疾患がどの程度あるのかについても併せて調査できるようなシ

ステムを御検討いただければと思います。 
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 ２点目は、下水サーベイランスについてです。新型コロナウイルスに関する下水サー

ベイランスが令和７年度には対象自治体を拡大して実施されるということで、大変すば

らしい試みだと思います。そこで１点お伺いしたいのですが、下水サーベイランスには

様々なプロトコルが存在しますが、各自治体で用いられるプロトコルは統一されている

のでしょうか。せっかく全国規模で展開されるのであれば、同一プロトコルを用いるこ

とで得られるデータの絶対値の比較が可能になり、より有意義な情報が得られると考え

ます。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 ２つ御質問いただきましたけれども、一つはARIサーベイランスで対象疾患以外の疾

患にも対応できるかどうかということですが、これはいかがですか。 

 

○荒木感染症対策課長 事務局でございます。 

 非常に重要な点でございます。まさに感染症全般というか急性呼吸器感染症全般のト

レンドの把握とともに、その病原がどうなっているのかということについて把握できる

ように対象以外に、ということでございますが、５ページ目で先ほども御説明申し上げ

ましたように、急性呼吸器感染症の症例定義というものにつきましてはある程度幅広く、

例えばインフルエンザ、コロナではなくて、様々な症状を有して発症から10日以内に急

性的な症状というある程度幅広く取れるようなものにしておりますので、個別疾患以外

もしっかりと拾えるような形を想定してつくっているというところでございますが、そ

この運用におきましても引き続き改善が図れればと思っております。その中で先ほどの

通常の疾患パネルに限らないということですので、そういう対応をできればと思います。 

 下水サーベイランスの部分でございます。こちらについては、今、全国十数県でスタ

ートしたところでございます。一方で、そのプロトコル、やはり取水をどういう場です

るとか、そこをどういうように解析するかということにつきましてもある程度の基準は

決めてやっておりますけれども、まだまだ下水サーベイランス、始まったばかりの部分

もございますので、やはり凸凹は出る可能性もありますので、そこは動きながら走らせ

るというようなことになろうかなと思ってございますし、先ほども御説明申し上げまし

たように、今はポリオ、そして、新型コロナだけでございますが、それ以外のものに対

しても当然利用価値があるというように思いますので、その辺りにつきましては研究班

のほうで併せて研究をしているというような状況でございます。ありがとうございます。 

 

○河岡委員 ありがとうございました。 

 

○五十嵐議長 河岡先生が御質問された内容は、要するに例えばコロナに関しても測定方
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法だとかそういうものを統一したやり方で実施していただきたいという、そういう御要

望でもありますか。 

 

○河岡委員 そのとおりです。下水サーベイランスのプロトコルは皆さん、自分たちの方

法を確立をしておられて、研究レベルでそういう自分たちのものがいいというのでもい

いのですけれども、この調査に関してはやはり統一してやる必要があると思っておりま

して、その辺がどうなっているのかと思って質問させていただきました。 

 

○五十嵐議長 これは、では、研究班中心に決めていただくということですね。 

 

○荒木感染症対策課長 そうですね。当然実施している自治体については実施要綱に基づ

いてしておりますので、そこはある程度の統一はありますが、具体的に河岡先生が御指

摘いただいたように、細かいところの、例えば取ってきた取水をどういうようにゲノム

解析するのかというところについては、各地の地衛研のほうでこれは実際に解析してい

ただいておりますので、そこについても、始まったばかりというようなところを申し上

げましたように、そこをしっかりと精度を高めるということについては引き続き進めた

いと思っております。 

 

○五十嵐議長 河岡先生の御指摘をしっかりと受け止めて対応していただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 それでは、村上委員、お願いします。 

 

○村上委員 ありがとうございます。 

 DXの推進の取り組みについて１点要望を申し上げます。４ページにございますけれど

も、感染症サーベイランスシステムにHER-SYSを構築し、新しい機能も充実させていくと

いうことで、発生届の入力や健康観察業務などの負担は確かに軽減されていると思いま

すが、保健所職員の方の負担というのはそれだけではなく、電話対応をはじめ様々な点

で負担が生じていたことが課題となっていたかと思います。保健所がきちんと機能を果

たせるように、平時からの体制の構築なども併せて取り組んでいただければと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 それでは、齋藤委員、どうぞ。 
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○齋藤委員 本日、感染症インテリジェンスに関連してサーベイランスであったり、ある

いはDX化というところで進捗報告いただき、本当にありがとうございます。 

 まず最初のサーベイランスですけれども、重層的サーベイランス、非常に重要だと思

っております。サーベイランスにはそれぞれ特色がありまして、それぞれで見えるもの

というのが異なっております。１つのサーベイランスで全てのものが見えるものではご

ざいません。それぞれの特徴を把握して、そして、様々なデータを組み合わせて実態を

理解していくという姿勢が非常に重要になってまいります。 

 このサーベイランスという仕組みですけれども、関係者の長い期間をかけての総力戦

で築かれていくものになります。まず現場で医師、医療機関というのがあって、その報

告を受ける保健所があって、検査をする地衛研があって、そして、データを解釈したり

取りまとめる地方自治体、国というプレーヤーがそれぞれいるわけですけれども、この

報告体制というのはきちんと周知をして、報告基準というのをしっかり守っていただい

て、この検査においても精度管理というのをしっかりして、そして、このデータの精度

というのをしっかり磨き上げていく。そして、何年も同じ基準で安定して取り続けるこ

とで解釈可能なデータが生まれてくるというものがございます。非常に息の長い取組に

なりますが、そういうことを積み重ねていくとようやく解釈可能な有事に効いてくるデ

ータというのが出てまいります。今回も急性呼吸器感染症サーベイランス、新たに導入

されますけれども、こういった点、長い目で安定したサーベイランスができるよう、ぜ

ひ御支援をいただきたいと思っております。 

 続いて、DX化の件ですけれども、まずデータをデジタル化していくということについ

てかなりプラットフォームなり仕組みというのが整ってきたことは非常にうれしく思

っておりますが、これまでも意見、御指摘がありましたように、このデジタル化される

ことがDX化ではなく、あくまでそれがシステムとなって、そして、オペレーションの省

力化であったり効率化であったり、あるいは迅速にデータが得られるようになる、そこ

に行き着くことが本来の目的であるかと思いますので、その共通のゴールを見失わずに

やっていけるといいのかなと思っております。 

 そして、iCROWNについても１枚資料がございましたけれども、これは非常に重要な取

組だと思っております。新興・再興感染症発生初期にやはり最初に指定医療機関という

ところに患者さんを治療していくことになるわけですけれども、まず、この新たな感染

症というものが一体どういうものであるのか、その病態とか治療法とか、あるいはウイ

ルスの排出量、排出期間がどうなのか、こういったデータを最初にしっかりと得て見極

めることが公衆衛生対策上、非常に重要になってくると思っております。 

 特に一種の指定医療機関の役割というのは非常に大きいところですが、患者さんの受

入れ、治療だけでも非常に大変なところかと思います。そこにいかに充実した研究体制

を付加していくかというところは今回、しっかりと立ち上がって加入医療機関も増えて

きたと非常にうれしく思っておりますが、今後も十分なバックアップをいただきたいな
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と思っております。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 御指摘ありがとうございました。 

 それでは、稲継委員、お願いします。 

 

○稲継委員 ありがとうございます。 

 最初のほうのテーマの人材育成のところでちょっと教えてほしいのですが、自治体の

人材育成一般についてはそこそこ知見は持っているのですけれども、公衆衛生の専門家

の人材育成についてはほとんど知見がないので教えてください。ここに４つ、それぞれ

研修があって、１年間でかなりの人数を出しているものもありますし、10年間で29人と

いうのもあります。それぞれどういうターゲットをこの対象者としてイメージしている

のか。例えば知事に意見具申をできるようなレベルの人たちを育成しようとしているの

か、あるいはもう少し下のレベルの話をしているのかということと、もう一点教えても

らいたいのは、トータルで何人を育成しようとしているのかという目標数値があるのか

ないのか、これについて教えてください。 

 

○荒木感染症対策課長 人材育成につきまして稲継委員から御指摘いただきました。それ

ぞれどういう人材像というか養成する人材像というようなことでございまして、例えば、

今年度始まったばかりで来年度から本格化、というような１番目の感染症危機管理リー

ダーシップ研修、これはまさに地域医療の中での感染症危機に必要な分野横断的な知識、

スキルということを習得していただいて地方自治体においてまさに知事に意見具申で

きるような、もし起こったときに、そういうようなイメージの方を考えております。 

 一方で、２番目、人数、10年で29人だけれどもというIDESというものがございますけ

れども、IDESにつきましても、これはどちらかというと自治体というよりも個別個人の

資格能力として医療職であったりそういう方に来ていただきまして、国内外、国内もそ

うですし、国外の感染症事案が起こった、例えばアフリカでエボラが起こった、そのと

きに、結構海外からたくさんの援助であったり疫学の専門家が行くのですが、日本人、

少ないではないかというようなことがございましたので、日本人のそういうまさに感染

症危機管理専門家を育成するという目的でスタートしたものでございます。そういうよ

うにそれぞれ一応、すみません、分かりづらくて申し訳ございませんが、そういう目標

となるような人材養成をさせていただいているというようなところでございます。 

 もう一つは、すみません。 

 

○稲継委員 人員の目標です。 
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○荒木感染症対策課長 そうですね。人員の目標についてはすみません、それぞれまだ始

まったばかりのものと十数年たっているものもございますが、何人までという目標を今

のところ定めているわけではございません。 

 

○稲継委員 ありがとうございます。 

 例えば１つ目の話をされた知事に意見具申するということで言うと、少なくとも47都

道府県、政令市も入れると67人は最低必要ですよね。その人たちがさらに異動するとす

るとバックアップになるようなプラス、ダブルとかトリプルの人数が必要だと思うので

すけれども、何らかの数値目標がないと、どれだけの呼びかけをしてどれだけの体制、

研修体制を用意するかというのができないと思うのですよね。できたら、その数値目標

をぜひ設定してもらえたらなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○荒木感染症対策課長 ありがとうございます。 

 特に一番最初のリーダーシップの部分かなと思いますし、おっしゃるとおりで、多分

来ていただいても人事異動で異動されるとか、あるいは御退職されるというような場合

もあった際に、もし例えば10年後に何か起こったときに誰か意見具申できる人がいない

と困るよねということだと思いますので、多分一定程度の人数、当然おっしゃるとおり

で、各都道府県、政令市に１人ぐらいはというようなものもございますし、それを複層

的にということでございますが、その期間がわたった際にどのぐらいが適正かというの

はなかなか難しいのですけれども、取りあえずこれは地域との連携というか地域の御協

力を得ながらやる話でございますので、ぜひある程度今、御指摘いただいたように各都

道府県なり政令市に１人ずつはというのは最低限の目標として考えるのかなというよ

うな気がいたします。御意見ありがとうございます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございました。 

 では、安村委員、お願いします。 

 

○安村議長代理 私のほうからは、サーベイランスに関しての人材育成の点で１点と、DX

に関して１点、コメントさせていただきます。進捗については粛々としっかり進んでい

るということ、すばらしいなと思っております。 

 人材育成の今のところなのですけれども、私がちょっと気になったというか、もう少

し明記してもらえるといいなと思ったのは、こういう人材育成に積極的に取り組んでい

るということをここに書いてあるところであまりアカデミアのことがむしろ弱くて、い

い意味で行政関係者等が前面に出ている感じがするのですね。例えばですけれども、社

会医学系公衆衛生関係だと公衆衛生学会、疫学会、衛生学会、様々な公衆衛生分野の学

会や、あと感染症関係の学会等との連携というのを密にしていただき、継続的にそうい
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う学会の例えば総会等も含めた場での連携、周知、広報というのをもっと力を入れてい

ただけると人材育成につながるような興味関心を持つ人たちが行政関係者も含めてア

カデミアの人にも伝わるのではないかということで、積極的にそこら辺に力を入れてい

ただきたいというのが一点です。 

 もう一点は、データ、DXなのですけれども、８ページ目の第三者提供に関してです。

こちら、もう既に情報提供を開始して積極的に利用を促しているというところは理解し

たのですけれども、差し支えない範囲で、言えない部分もあるかも分からないですが、

私が思うのは、やはりこれはコロナのときのワクチンに関しての評価とか、そういうこ

とに関しても非常にネガティブなことがむしろ広まってしまったというような背景を

踏まえると、むしろ積極的にデータ解析をすることをもっと促す、そして、データ利用

をしていただいてワクチンを含めてどのような実態であったのか。特にワクチンに関し

ていえばどのような効果があったかということを積極的に利用していただくような方

向で実際に利用申請があるのか、そして、ほかのデータベースともリンクした形での解

析に関して国としてこれを何か例えばですけれども、指定研究ではないですが、外部に

公募なり、または指定なりで研究推進というのも考える余地もあるのかなと思うのです

が、そこら辺に関しては何かお考えがあれば教えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 では、２番目の御指摘、御質問についていかがでしょう。お願いします。 

 

○荒木感染症対策課長 まず１点目の部分につきましては本当に様々な学会、例えば公衆

衛生学会もそうですし、あるいは感染症関係の学会、そちらのほうでも積極的にアナウ

ンスしたらということですし、例えば研修の中でもそういう学会の御協力を得たらとい

うような非常に前向きな御提案と思いましたので、ぜひそういう機会を通じて、まさに

多くの方に参加いただけるようにアナウンスということは努力したいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

 もう一点目の匿名感染症関連情報の第三者提供につきましては、今年度、まさにHER-

SYSデータを中心にスタートしたところでございまして、これもNDB等とも連携しても使

えるよというようなことでいろいろなところでアナウンスはしてきております。実際に

もう利用申請、これは年間一応４回ほど審査会も開いておりまして、利用申請も出てき

ておりまして実際に利用許可を出して進めているところもございます。まだ２桁までは

いっていないのですけれども、そういうようなレベルで利用申請は行っておりますが、

まだまだこれはしっかりと使っていただきたいというのは我々も一緒でございますの

で、これも実際に利用申請で利用結果としてこうでしたというのが出ればさらに加速す

るのかと思っておりますが、引き続きこちらもアナウンスしていきたいと思っておりま
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す。ありがとうございます。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。指定研究で研究資金も出していただきたいという

御要望もありましたので、これも検討していただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。たくさんの御指摘、

御意見いただきました。これらを厚生労働省及び事務局におかれましては、これを踏ま

えていただきまして引き続きの取組をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

 続きまして、議事の（２）です。「新型インフルエンザの国内発生時等のタイムライ

ン」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○道家参事官 事務局です。 

 それでは、資料３に基づきましてタイムラインの御説明をさせていただきます。 

 資料は３－１と３－２に分かれておりますけれども、タイムライン本体は３－２でご

ざいますが、これはA3の３枚でかなりボリュームがありますので、概要版ということで

資料３－１に基づきまして説明したいと思います。 

 これは新型インフルエンザが発生した場合に典型的に考えられる時系列に基づき、関

係機関で想定する対応を共通の時間軸に記載しておき、有事においてはこれを俯瞰して

見ることで抜けや漏れ、遅れがないか把握しまして各種の対応を着実に実施することを

目的としております。 

 これは昨年秋に赤澤大臣から御指摘いただきまして、これまで鋭意検討作業を進めて

きたものでありますけれども、御対応いただきました関係者の皆様、具体的には厚生労

働省、外務省、NCGM、感染研、それから、各都道府県の保健福祉あるいは危機管理部署

の皆さんにおかれましては、この場を借りて改めて厚く御礼申し上げます。 

 中身の構成でございますけれども、まず平時の準備としまして、各機関の体制構築、

それから、連携すべき機関との協定締結、また、訓練や人材育成等を想定しております。

それから、有事としまして３段階想定しておりまして、まずT1は海外における新型イン

フルエンザの疑い事例の報告。それから、T2としましては新型インフルエンザの発生が

確認された状態を想定しておりまして、T3としましては空港検疫におきまして国内初の

患者が確認される、そういった時系列を想定しております。 

 T1におきましては、WHO（世界保健機関）におきまして新型インフルエンザのヒト－ヒ

ト感染の可能性を示唆するリスク評価を覚知した時点からの時間軸ごとの一連の流れ

を記載しております。 

 まず１つ目ですけれども、24時間以内に統括庁は関係省庁対策会議を開催し、各省の

対応を確認するとともに、都道府県への情報を共有いたします。 

 ２つ目に、おおむね２日を目途としまして、水際対策につきまして国において注意喚
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起や検疫の強化に着手いたします。 

 それから、３点目ですけれども、速やかに国及びJIHSを中心にしまして、情報収集や

リスク分析を実施するとともに、おおむね１週間を目途に各機関におきまして感染症有

事体制に移行できるように準備を開始いたします。 

 ４点目、検査方法の開発に向けまして、JIHSにおきましては、可及的速やかに検体入

手に着手し、これが入手でき次第、検体を用いた検査試薬、それから、検査方法の確認

を実施いたします。 

 それから、T2でございますけれども、海外におけます新型インフルエンザの発生の確

認ということで、これはWHOにおけます新型インフルエンザ発生に関する情報入手後の

一連の流れを記載しております。 

 まず１つ目ですけれども、24時間以内に統括庁は関係省庁対策会議を開催します。そ

の後、厚生労働大臣からの新型インフルエンザ発生の報告を受けまして、推進会議を開

催するとともに、政府対策本部を設置しまして、基本的対処方針を決定いたします。 

 ２つ目、T1に引き続き、速やかに検疫において停留・待機先の調整、都道府県におき

ましてはサーベイランス体制の強化、それから、症例定義の周知、JIHSを中心としまし

て臨床及び疫学調査（FF100）につきまして、これに関する調整などを実施しまして、各

機関において国内発生に備えた有事体制へ移行いたします。 

 ３つ目、検査機関におきましては速やかに検査が実施できるよう、おおむね１週間を

目途にJIHSの検査マニュアルを配付し、また、おおむね１か月を目途に配付された試薬

を地方衛生研究所及び民間の検査機関で実際に使用できることを確認いたします。 

 さらに、JIHSにおきましては、既存治療薬・ワクチン研究開発を開始いたします。 

 それから、T3が国内発生になりまして、検疫所、空港検疫を中心に疑似症患者を覚知

しましたら関係機関に一報いたしまして、PCR検査を行います。また、それに並行しまし

て患者の入院対応ですとか接触者対応を実施いたします。 

 24時間以内に統括庁は政府対策本部を開催しまして、基本的対処方針の改定を実施い

たします。 

 おおむね１週間を目途にJIHSにおきましては国内の患者から検出されたウイルスを

活用しました最新の検査試薬・検査方法の改善を実施いたします。 

 さらに、FF100で得られた臨床情報と検体の二次利用による研究開発を開始いたしま

す。 

 以上が概要でございますけれども、また詳細につきましてはA3の資料等を御覧くださ

い。 

 説明としては以上になります。 

 

○五十嵐議長 御説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのタイムラインに関する御説明に関しまして何か御質問等ござい
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ましたらお願いいたします。 

 どうぞ、村上委員。 

 

○村上委員 ありがとうございます。 

 このように関係者の皆様で整理していただくと関係者間で共有化できるのではない

かと思います。その上で１点申し上げたいのですが、政府行動計画の中にはリスクコミ

ュニケーションの体制整備なども盛り込まれておりましたけれども、今回のタイムライ

ンに関しましては国民に対して誰がどのように発信していくのかという記載がござい

ません。初動時の適切な発信が国民の正しい理解や安心につながると考えますので、双

方向のコミュニケーションがなされるよう御検討いただき、訓練などにもぜひ反映して

いただければと思っております。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 ありがとうございます。 

 事務局、いかがですか。 

 

○道家参事官 御指摘ありがとうございます。 

 御指摘、ごもっともだと思いますけれども、タイムラインを見ていただきますと、そ

れぞれの事象におきまして事務ブリーフィングがございまして、これと連動する形で事

務ブリーフィングとともに国民に向けての発信を考えておりましたので、この点につき

ましては御指摘を踏まえて修正したいと思います。 

 

○五十嵐議長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、特段の大きな修正が必要な点などはなかったようですので、基本的には今

日お示しいただいた方針で行きたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○五十嵐議長 それでは、今、御指摘もいただきましたので、そこも十分考えていきたい

と思います。どうもありがとうございました。 

 続きまして、議事の（３）に移りたいと思います。「海外における感染症の発生動向

等」につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。 

 

○井口参事官 事務局でございます。 

 資料の４－１に沿いまして、エムポックスについて御報告申し上げます。 
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 エムポックス、昨年８月14日に世界保健機関（WHO）がPHEICを宣言したところでござ

います。こちらにつきまして、前回12月にも御報告をしたところでございますけれども、

それ以降、PHEICの状態は継続しているという状況でございます。また、それに伴って、

WHOが出す暫定勧告の更新もなされております。 

 また、それ以外のトピックといたしましては、昨年末、2024年12月に抗ウイルス薬テ

コビリマットが日本国内で薬事承認を受けまして、現在は特定臨床機関、特定臨床研究

において投与できる体制を全国７医療機関で確保しているという状況でございます。 

 エムポックスについて以上でございます。 

 

○前間参事官 続きまして、資料４－２に基づきまして、米国における乳牛の鳥インフル

エンザ（H5N1）の感染について御説明いたします。 

 資料４－２の１ページの下段、鳥インフルエンザに関する基本情報をまず御説明申し

上げます。鳥インフルエンザは主に鳥類が感染し、渡り鳥を介して世界中に蔓延してい

るもので、米国では鶏に致死的なH5N1という株が広がり、養鶏産業に大きな被害が生じ

ております。また、H5N1のほかにも１例ではございますが、今月、米国のブロイラー農

場でH7N9という別の株の発生も確認されております。 

 １ページの上段に戻りますけれども、米国の乳牛での感染はちょうど１年前の2024年

３月に米国において世界で初めて牛、乳牛の鳥インフルエンザ（H5N1）の感染を確認い

たしました。鶏とは異なり、牛では比較的軽症で10日ほどで回復しますが、乳中にウイ

ルスを排出するため、搾乳器具を介して同居する牛に感染が広がり、さらにそれが牛の

移動や人、物の移動により他の農場に広がったと推定されています。直近では全米17州

989農場で発生が確認されています。 

 １ページの中段のヒトへの感染ですが、搾乳作業を行う労働者など感染牛と接触歴の

あるヒトの感染例で米国で41例報告され、多くが目の充血等、軽症で回復しています。

ただし、いわゆる自家用鶏で病気の鶏と接触歴のある感染例では、高齢で基礎疾患を有

する者１名が死亡しております。なお、米国CDCは、一般市民に対する健康リスクは低い

という評価をしております。 

 ２ページを御覧ください。 

 この米国の状況に対する我が国の対応状況を整理してございます。まず上段の日本の

乳牛が野鳥から感染するリスクに備えた対応、農林水産省の対応でございます。牛の生

産者、獣医師等への周知、基本的な飼養管理の徹底及び疑い事例の報告を１年前の米国

の発生後、直ちに都道府県に要請をしております。これまでのところ、疑い事例の報告

はございません。 

 また、中段の日本における人への感染・大規模な流行のリスクに備えた対応、厚生労

働省の対応でございますが、昨年末に国内サーベイランス体制の整備として、動物と接

触歴等のあるインフルエンザ患者に対する調査体制を強化しているほか、医薬品関係の
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準備といたしまして、ワクチンの準備や抗インフルエンザ薬の備蓄を行っております。 

 続きまして、資料４－３、コンゴ民主共和国における原因不明の疾病について御説明

申し上げます。 

 コンゴ民主共和国は、アフリカ大陸のほぼ中央に位置する日本の約６倍の面積を有す

る広大な国ですが、昨年末からこの３月にかけまして二度、原因不明疾病の集団発生の

報告がございました。 

 １ページが今年の２月から３月にかけてコンゴ民主共和国の北西部で報告されたも

ので、２月末までに発熱、呼吸器症状、消化器症状などを呈した1,318例が報告され、う

ち53名が死亡しました。３月３日のWHOの発表では、この地域では一般的なマラリアなど

の感染症が風土病として蔓延しており、それに加えて化学物質による中毒または細菌性

髄膜炎が生じていることが主な原因として考えられる旨、公表しております。なお、３

月25日付のロイターでございますけれども、コンゴ民主共和国の国立公衆衛生研究所の

関係者が、検査の結果から、原因はマラリアによるものと判明したと発表した旨、配信

しております。御参考でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 これは昨年11月から12月にかけまして、コンゴ民主共和国の南西部という別の地域で

発生した熱性疾患による特に５歳以下の子供の死亡増加事例が報告されたものです。12

月中旬までに891例が報告され、うち48名が死亡しております。一連の検査結果から、昨

年の12月27日には、WHOはマラリア、一般的なウイルス性呼吸器感染症、急性栄養不良の

組合せが重篤な感染症と死亡増加につながったことが示唆される旨、公表しております。

いずれも未知の病原体の確認は報告されておりません。 

 資料４－２及び４－３の説明は以上になります。 

 

○五十嵐議長 御説明どうもありがとうございました。 

 それでは、何かただいまの御説明に関しまして御質問等ございますか。オンラインの

ほうも大丈夫ですか。 

 失礼しました。工藤先生、どうぞお願いします。 

 

○工藤委員 経団連の工藤でございます。御指名ありがとうございます。 

 日頃、あまり感染症に接しない私どものような者からは、いろいろな新しい感染症が

発生している状況は、大変に気がかりだと感じました。政府や４月に発足する国立健康

危機管理研究機構でいろいろな情報の収集や分析を行っていただいていると思います

が、こういった得られたウイルスに関する知見について、タイミングの問題はあるにし

ても、製薬会社等とも共有していただくような枠組みがもしつくれれば、ワクチン開発

につながるのではないか、国益にも資するのではないかと思った次第です。今後、そう

いったところも検討いただければなと考えております。 
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 最後に、私が所属している企業の中の人事異動によって、私自身、経団連の役職を交

代することになっております。私にとっては大変に貴重な機会をいただいて大変勉強に

なりました。また、事務局の皆様、委員の皆様にいろいろとサポートしていただいたこ

とを大変に感謝しております。一言御礼を申し上げたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 以上でございます。 

 

○五十嵐議長 どうもありがとうございました。御指摘、それから、これまで御尽力いた

だきましてありがとうございました。 

 続きまして、河岡委員も手を挙げてらっしゃいますか。よろしくお願いします。 

 

○河岡委員 ありがとうございます。 

 米国の乳牛で流行している高病原性H5N1鳥インフルエンザウイルスについて発言さ

せてください。 

 資料４－２の２枚目に記載されているとおり、我が国では米国からの生体牛の輸入が

ないために感染牛を介してウイルスが国内に侵入するという可能性は低いと考えられ

ます。一方で、現在、米国で乳牛に流行している主流のH5N1ウイルスはジェノタイプ

B3.13系統に属し、2023年の末に乳牛への感染が成立したと推定されています。その後、

このウイルスは複数の州に広がっていきます。さらに、今年の２月にはネバダ州及びア

リゾナ州の乳牛において、これとは異なるジェノタイプD1.1の系統のウイルスがそれぞ

れ独立に感染したことが確認されています。 

 このように過去１年半の間に少なくとも３回、鳥から乳牛へのH5N1ウイルスの伝播が

起きたことになります。資料にもあるように、日本国内では乳牛の移動が限定的である

ために、仮にウイルスが国内に侵入したとしても日本における感染拡大のリスクは比較

的低いと考えられます。しかしながら、短期間に三度も鳥から乳牛に高病原性鳥インフ

ルエンザウイルスが伝播しているという現状を踏まえると、国際的な視点からの警戒が

必要だと考えております。 

 以上です。 

 

○五十嵐議長 大変貴重な情報、ありがとうございます。これを踏まえていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本日は活発な御意見をいただきまして大変ありがとうございました。そろ

そろ予定の時間にもなりますので、本日はここまでとさせていただきます。 

 それでは、事務局に議事の進行をお返しいたします。 
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○事務局 御議論、ありがとうございました。 

 冒頭、五十嵐議長からも御説明ございましたとおり、本日は政府行動計画のフォロー

アップに関する第１回のヒアリングを行いました。次回は医療、検査、ワクチンについ

てヒアリングを行うことを予定してございます。 

 次回の会議日程については、追って事務局から御連絡させていただきます。 

 なお、本日の会議につきましては、後ほど事務局よりブリーフィングを行うこととし

てございます。 

 委員の皆様に取材があった場合、自らの御発言をお話しされることは差し支えござい

ませんが、議事を非公開としている趣旨を踏まえ、他の委員の御発言などについて議事

録公開まではお話しされるのは差し控えていただくよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして本日の会議は終了となります。どうもありがとうござい

ました。 


